
令和３年９月２２日 

株式会社Ｔ．Ｓコーポレーションに対する景品表示法に基づく 

課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、株式会社Ｔ．Ｓコーポレーション（以下「Ｔ．Ｓコーポレー

ション」といいます。）に対し、同社が供給する「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ
ブ ブ カ ゼ ロ

」と称する

育毛剤を含む「スカルプケアコース」及び「トータルケアコース」と称する各セッ

ト商品の各商品に係る表示について、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課

徴金納付命令（別添参照）を発出しました。 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社Ｔ．Ｓコーポレーション（法人番号 7010601050502） 

所 在 地 大阪府吹田市豊津町１２番４３号 

代 表 者 代表取締役 平岡 大輔 

設立年月 平成２８年１０月 

資 本 金 ７３０９万９１２０円（令和３年９月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ」と称する育毛剤（以下「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ」と

いう。）を含む「スカルプケアコース」及び「トータルケアコース」と称する各セ

ット商品（以下「本件２商品」という。）の各商品 

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体

(ｱ) 「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサ

フサになった育毛剤』がヤバイ！」と記載のあるアフィリエイトサイト（以

下「本件アフィリエイトサイト①」という。）（注）

(ｲ) 「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生

法 有名医科大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復

活！？」と記載のあるアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイトサ

イト②」という。）（注）

（注）Ｔ．Ｓコーポレーションは、本件２商品の各商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイ
トの運営者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイタ
ー以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー広告等を
通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合など、あらか
じめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われ
る「アフィリエイトプログラム」と称する広告手法を用いているところ、Ｔ．Ｓコーポレーシ
ョンは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして提供する「アフィ
リエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本件２商品の各商品に係る本件
アフィリエイトサイト①及び本件アフィリエイトサイト②の表示内容を自ら決定している。
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  イ 課徴金対象行為をした期間 

   (ｱ) 本件アフィリエイトサイト① 

令和元年９月２５日     

(ｲ) 本件アフィリエイトサイト② 

     令和元年７月３０日 

ウ 表示内容（別紙１及び別紙２） 

   (ｱ) 本件アフィリエイトサイト① 

「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサフ

サになった育毛剤』がヤバイ！」、毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭

頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいたのがウソのように、たっ

た２ヶ月で髪がフサフサ になったんです！！！今ではもう頭皮が見えない

くらい生えるので、理髪店に行っても『髪の量多いですね～』と言われるよ

うに（笑）抜け毛が嫌だったシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで２０代

に戻ったみたい です。」等と、別表１「表示内容」欄記載のとおり表示する

ことにより、あたかも、本件２商品の各商品を使用するだけで、本件２商品

の各商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに

薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示を

していた。 

(ｲ) 本件アフィリエイトサイト② 

「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生

法 有名医科大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復

活！？」、「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの１か月で 」、並びに「ｂ

ｅｆｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記

載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「『カツラ！？』同僚から疑われま

したｗ」等と、別表２「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ

たかも、本件２商品の各商品を使用するだけで、本件２商品の各商品に含ま

れる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改

善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

エ 実際 

    前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第８条第３項の

規定に基づき、Ｔ．Ｓコーポレーションに対し、期間を定めて、当該表示の裏

付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提

出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示すものであるとは認められないものであった。 

  オ 打消し表示 

   (ｱ) 前記ウ(ｱ)の表示について、令和元年９月２５日に、本件アフィリエイト

サイト①において、「※イメージです」及び「※個人の感想です。」と表示 

   (ｲ) 前記ウ(ｲ)の表示について、令和元年７月３０日に、本件アフィリエイト

サイト②において、「※画像はイメージです。」及び「※イメージ」と表示 

していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件２商品の

効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

(3) 課徴金対象期間 

   令和元年７月３０日から令和２年３月２５日までの間 
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(4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

   Ｔ．Ｓコーポレーションは、本件２商品の各商品について、それぞれ、前記(2)

ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金

対象行為をしていた。 

 

(5) 命令の概要（課徴金の額） 

   Ｔ．Ｓコーポレーションは、令和４年４月２５日までに、別表３「課徴金額」

欄記載の額を合計した１７４７万円を支払わなければならない。 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話 ０３（３５０７）９２３９ 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

表示内容 

・「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサフサになった

育毛剤』がヤバイ！」 

・毛髪が薄くなった頭部の画像と共に、「男性がはげる理由が遂に判明！『薄毛解消』徹

底調査ＳＰ」及び「『薄毛は遺伝だから…』と諦めていませんか？実は最近、男性の薄

毛は〝ある成分″を摂取すると簡単に治ることがわかったんです！かくいう私も、祖

父や父に似てしまったのか、４１歳で典型的な薄毛状態に。（電車で座った時の視線が

痛かった…）」、毛髪が薄くなった頭頂部の画像と共に、「なんとかしたくて、片っ端

から育毛剤や発毛剤を試していましたが、３～４年使ってもまるで効果なし。『遺伝は

どうにもならないのか…』と半ば諦めかけていた時、たまたまテレビで『９０％以上の

人の薄毛を解決する方法』が特集されているのを発見しました。」、白衣を着た人物の

画像と共に、「調査 ハゲの原因は遺伝よりもアレの不足！？薄毛のメカニズムを徹底

解剖！」、「男性の薄毛はある成分で改善します」及び「『そんなことあるわけ…』と

疑心暗鬼になりながらも、ネットで調べてみると 【有名医科大学でのマウスの臨床試

験の結果、発毛に大きな効果がある】とのこと！」、並びに「そこで、『これを最後に

しよう』とダメ元で試してみたところ・・・」、毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃

い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいたのがウソのように、たった

２ヶ月で髪がフサフサになったんです！！！今ではもう頭皮が見えないくらい生える

ので、理髪店に行っても『髪の量多いですね～』と言われるように（笑）抜け毛が嫌だっ

たシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで２０代に戻ったみたいです。」 

・「遂に判明、薄毛の原因は頭皮の〇〇不足だった！」及び「実は新聞にも取り上げられ

ていたんですが、某有名大学のマウスを用いた実験で『薄毛の原因が遂に判明した』と

発表がありました。」、「日本經濟新聞」と称するインターネット記事の画像内に、「白

髪や脱毛、原因は特定コラーゲン不足」、「２０１１年２月４日１０：２７」及び「毛

根にある『１７型コラーゲン』というたんぱく質が不足すると、白髪や脱毛の原因にな

ることをマウスを使った研究で突き止めた。コラーゲンを多く含む食品を食べても白

髪や脱毛は防げるわけではないが、１７型の生成を促す物質を治療薬などに使える可

能性がある。米科学誌セル・ステ」、「実は、薄毛の原因は遺伝や男性ホルモンではな

く、髪の成長に必要な『１７型コラーゲン』という成分の不足だったんです。」、「大

学の実験報告によると、『１７型コラーゲン』が欠如したマウスはどんどん毛が抜け落

ち、１０ヵ月後には無毛になってしまったそう。」、毛が生えたマウス及び毛が生えて

いないマウスを矢印で結んだ画像と共に、「男性がはげる理由が遂に判明！『薄毛解

消』徹底調査ＳＰ」及び「１７型コラーゲンが欠如したマウスは１０ヶ月で無毛に」、

「男性の薄毛の９０％が、この１７型コラーゲンの不足によるものとも言われている

んです。」及び毛髪が薄い頭部の画像、並びに「そして、１７型コラーゲンを唯一生成

してくれる成分というのが・・・このマジョラムエキス！」、植物の画像と共に、「ｅ

ｎｃｉｒｃｌｉｎｇ ｎｅｔ１」、「発毛促進」、「新配合のスター成分！」、「１７
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表示内容 

型コラーゲンをサポート マジョラムエキス」及び「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯに新たに配

合されたマジョラムは、ヘアサイエンス業界注目の成分。発毛促進に欠かせない１７型

コラーゲンの働きをサポートし、活性化シグナルを発信しやすい状態に導きます。」、

「マジョラムエキスを頭皮に浸透させると、毛根が１７型コラーゲンの生成を始めま

す。」、頭皮及び毛髪の画像と共に、「バルジ領域」及び「毛包幹細胞」、並びに「す

ると毛包幹細胞から活性シグナルが発信され、細くて弱々しかった髪が太く力強い毛

に成長！！だから、これまで何をしてもダメだった薄毛も治るんです。そして、そんな

マジョラムエキスを育毛剤で初めて取り入れたのが、このＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯなん

です！」及び「（自分がこれまで試した育毛剤には入ってなかった…）」との記載と共

に、手に持たれているＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像 

・「『効果がありすぎる！』と通販サイトのレビューも高評価の嵐！」、「ｂｕｌｕｅ５

８６４さん（１４件） ５０代男性 購入者 ２０１９－０５－２６ ★★★★★５」、

頭頂部の画像と共に、「３年使用した育毛剤で効果がなかったため、ブブカを購入。使

用前に比べて髪が濃くなり、セットの時も根元から立ち上がるようになりました。」及

び「４５人が参考になったと回答」、「かずや０９０６さん（５７件） ４０代男性 購

入者 ２０１９－０６－０３ ★★★★☆４」、頭頂部の画像と共に、「最近髪が薄く

なった主人の為に購入しました。使い始めて２ヶ月ですが、髪の毛が濡れても薄毛が目

立たなくなったので、本当に濃くなったのだと思います。」及び「１３人が参考になっ

たと回答」、並びに「◆ 頭皮が透けて見えなくなった」、「◆ 髪の毛が太くなった」、

「◆ 枕元の抜け毛が減った」、「◆ 髪が濡れても目立たなくなった」及び「私も１

０種類以上育毛剤を試しましたが、こんなに口コミ評価が高いのを見たのは初めてで

した。」 

・「育毛だけじゃない！『脱毛防止』までできる本物の育毛剤」及び「実はＢＵＢＫＡは

マジョラムエキス以外にもＡＧＡの元凶である５αリダクターゼを抑制する『シグナ

ルブロッカー』を配合。だから一度生えた毛が抜けない、ハリのある髪の毛を作ってく

れるので、効果を実感するのも早いんです。さらに海藻由来の業界注目『Ｍ－０３４』

も入っているので、頭皮を潤し髪が生えやすい健康な頭皮環境を作ります。」、並びに

「Ｍ－０３４を濃密１０倍配合」及び「Ｍ－０３４※とは、ミネラル豊富な北海道のミ

ツイシコンブからマリンミネラルを特殊抽出した海藻エキス。歴代ＢＵＢＫＡに配合

されている成分です。」 

・「このようにＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯは１本で『発毛』『脱毛防止』『育毛』と完璧なケ

アができる育毛剤。あらゆる原因の抜け毛に対応できるため、利用者の９割以上が３ヶ

月程度で髪が濃くなっていくのを実感しています。」、「Ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある

毛髪が薄い頭頂部の画像及び「Ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像を矢

印で結んだ画像、並びに「Ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある前髪の生え際の毛髪が薄い頭部

の画像及び「Ａｆｔｅｒ」と記載のある前髪の生え際の毛髪が濃い頭部の画像を矢印で

結んだ画像 
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表示内容 

・「キャンペーンが終了する前にと思い、同じく薄毛の６０代父に連絡して注文するよう

勧めたところ・・・」、並びに毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を

矢印で結んだ画像と共に、「心なしか、後ろ姿が４０代に（笑）髪の量ってこんなに見

た目に響くんだ…と実感しました。」 

（別紙１） 
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別表２ 

表示内容 

・「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科

大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復活！？」 

・「薄毛は遺伝だから治らないんだ」との記載と共に、毛髪が薄い人物のイラスト、「そ

う思い込んで諦めていませんか？薄毛が直らなかったのは一昔前の話。科学が進んだ

現在では、薄毛の９割は●●で解決できるんです！」、毛髪の画像と共に、「たった１ヶ

月で」、「しかし、未だに日本人の多くは薄毛は遺伝のせいだと決めつけて、治療もせ

ずに諦めてしまっているんだそう…私も、長年薄毛に悩まされてきました。」、生え際

の毛髪が薄い頭部の画像と共に、「若ハゲだったという父に似たのか、２０代半ばから

急激に髪が薄くなり、あっという間に典型的な薄毛に。この髪のせいで、会社ではいつ

もネタにされ、恋愛もうまくいかず…。生きていくのが辛く感じるほど憂鬱な日々を過

ごしていました。」、うな垂れている人物の画像と共に、「なんとかして薄毛を治そう

と、育毛剤や発毛剤は片っ端から試しました。」及び多数のボトルの画像と共に、「２

～３年使い続けても、まったく効果ナシでした。また、ＡＧＡクリニックのカウンセリ

ングに行ったこともあります。しかし、半年通うだけで２００万円以上かかることを知

り、断念しました。育毛剤は効かないし、クリニックに通うお金はない。もうダメかと

諦めかけたとき、たまたま見ていたテレビで」、「一体どういうことなのか？」、毛髪

が薄い頭部の画像、白衣を着た人物の画像及び「有名医師が教える！！『世界で話題の

毛髪再生法』」、「９０％以上の薄毛を解決する方法が紹介されていました。そんな方

法あるわけないだろ、と思いながらもネットで調べてみると」、「最新の毛髪再生法」、

「有名医科大学でマウスでの臨床試験を行った結果、発毛に大きな効果がある」、「と

いうデータが本当に存在したのです。気軽に試せる価格だったので、ダメ元で試してみ

ると…」及び「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの１か月で」、並びに「ｂｅｆ

ｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が

濃い頭頂部の画像と共に、「『カツラ！？』同僚から疑われましたｗ」 

・「特につむじ辺りの頭皮が目立って嫌だったのですが、今では頭皮がほとんど見えませ

ん。変わったのは髪の毛の量だけじゃないんです。髪の毛１本１本を観察してみると… 

明らかに黒く太く濃くなってるんです！」との記載と共に、「１ヶ月後 ２ヶ月後」と

毛髪が太くなっている画像、「まるで、髪の毛が２０代前半の頃に戻ったみたいです。

なぜ今までの育毛剤では生えなかったのか すっかり薄毛が治った私ですが、どうし

て今まで使っていた育毛剤では生えなかったのか気になり、理由を調べてみました。す

ると、衝撃の事実が。ドラッグストアなどで売られている安価な育毛剤には、髪の毛を

再生する成分は入っていないんです。」、「育毛トニックの効果 ・フケや頭皮の悪臭

を防ぎ頭皮を清潔に保つ ・頭髪を健康に保ちかゆみを防ぐ ・頭皮の血行を良くして

抜け毛を予防する」、「市販の育毛剤でできることは、頭皮を清潔に保ち、抜け毛を防

ぐ程度。毛を生やす効果はないんです！！これを知らずに手当り次第育毛剤を使って

も、生えないのは当たり前です。私がテレビ番組で知った育毛剤は、最先端のサイエン
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表示内容 

ス発想から誕生した効果と安全性が認められた医薬部外品の育毛剤です。」及び手に持

たれているＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像と共に、「２０１９年現在、最も薄毛に効果が

高いと評判のＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯです。」 

・「薄毛の原因は頭皮に●●が不足しているから！」及び「薄毛になる１番の原因は、頭

皮にあるモノが不足していることなんですが、いったい何だと思いますか？実はこの

原因が、つい最近解明されたんです！！」、「『高齢で薄毛』原因を解明 頭皮のコラー

ゲンが減少」、「細胞はダメージを受けて機能しなくなる➡皮膚細胞に変わってフケや

あかとなって落ちる」及び毛包幹細胞等の画像、「薄毛の原因は遺伝でも男性ホルモン

でもなく、加齢によるコラーゲンの不足です！ コラーゲンといっても美肌にいいあ

のコラーゲンではなく、１７型コラーゲンという特殊なもの 私大最高峰といわれる

某大学医学部で行われた実験では、１７型コラーゲンが機能しなくなったマウスはど

んどん毛が抜け落ち、１０ヵ月後には無毛になってしまうことが分かりました。」及び

複数のマウスの画像と共に、「図２．１７型コラーゲンノックアウトマウス（－／－）。

時間経過とともに脱色、脱毛が見られた。＋／－は１７型コラーゲンが機能しているマ

ウスで体の毛は正常。」、並びに「なぜなら、１７型コラーゲンの保護を失うと毛包幹

細胞という発毛を司る細胞が消失してしまい、二度とそこから毛が生えてこなくなっ

てしまうのです・・・」、「健康な毛包」、「毛包の消失」、「二度と毛髪が生えない」

との記載と共に、毛髪が消失していく画像及び「毛包及び毛包幹細胞の維持に１７型コ

ラーゲンを減らさないことが重要！」、「薄毛の原因が解明した後、あらゆる機関が研

究に研究を重ね ついに１７型コラーゲンを増やす成分が見つかりました。それが、マ

ジョラムエキスという成分です。」、並びに植物の画像と共に、「ｅｎｃｉｒｃｌｉｎ

ｇ ｎｅｔ１」、「発毛促進」、「新配合のスター成分！」、「１７型コラーゲンをサ

ポート マジョラムエキス ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯに新たに配合されたマジョラム

は、ヘアサイエンス業界注目の成分。発毛促進に欠かせない１７型コラーゲンの働きを

サポートし、活性化シグナルを発信しやすい状態に導きます。」、「ｓｔｅｐ１ マジョ

ラムエキスが頭皮に浸透すると、毛包にあるバルジ領域内に１７型コラーゲンが生成

される」、「ｓｔｅｐ２ １７型コラーゲンが発毛活性シグナルを毛乳頭に送る」及び

「ｓｔｅｐ３ 毛乳頭が黒く太い元気な髪を生やす」 

・「さらに、有効成分が髪の生育に悪影響を与える５αリダクターゼをブロックし、」、

「５α－リダクターゼ 結合抑制 テストステロン 発生阻止 ＤＨＴ（ジヒドロテ

ストステロン） 育毛を促進」、「Ｍ－０３４（海藻エキス）が育てた毛髪をがっちり

支えるので」、外毛根鞘が毛髪を覆っている画像と共に、「マジョラムの働きをサポー

トし育てた毛髪を守り抜く！ Ｍ－０３４がマジョラムの働きをサポートし、髪の毛

を覆う鞘である外毛根鞘を強化。太く・長く育てた毛髪をがっちりホールドし、抜け毛

を許しません。」及び「日に日に抜け毛が減って、髪が黒く太くなっていくのが実感で

きるはずです！」 

・「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ１本で、発毛→育毛→抜毛防止の３つのはたらきをするので、
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表示内容 

育毛サロンでも『自宅でできる毛髪の再生医療』と呼ばれるほど驚異の即効発毛力を発

揮するんです。世界的な科学専門誌でエビデンス（根拠）が認められた最先端にして唯

一の育毛剤です。」、「科学研究専門誌で育毛メカニズムが掲載」及び頭皮から毛髪が

生えている画像と共に、「頭皮の１７型コラーゲンの減少が薄毛の原因になると認めら

れた。＝バルジ領域のコラーゲンを増加させれば育毛効果が期待できる。」 

・体験談として、「これぞ本物の育毛剤」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃い頭頂部

の画像と共に、「使用歴１ヶ月」及び「     さん（会社員・３７歳） 有名な育

毛剤は片っ端から試し、１０年で１００万円は使いましたが全く生えず。諦めかけた時

出会ったのがＢＵＢＫＡでした。たった１ヶ月でこんなに変わって、妻も驚いていま

す。コラーゲンって、本当にすごいんですね。正直、他の人には教えたくないです（笑）」、

「年齢より若く見られます」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃い頭頂部の画像と共

に、「使用歴２ヶ月」及び「     さん（会社員・５３歳） 今までは、薄毛のせ

いで実際の年齢より上に見られることが多かったのですが、最近では若く見られるこ

とが増え、この前は娘が友だちに『お父さん若くて羨ましい』と言われたそうです。Ｂ

ＵＢＫＡが１８０万本も売れる理由が分かりました。もっと早く出会いたかったで

す。」、並びに「副作用ないのに効果がすごい」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃

い頭頂部の画像と共に、「使用歴３ヶ月」及び「     さん（自営業・２９歳） 効

果のためには、うつ症状や性欲減退は我慢しなければと思っていました。でもＢＵＢＫ

Ａは、副作用が一切ないのに、使って１ヶ月ほどで早くも効果が出始め、３ヶ月経った

今ではすっかり頭皮が目立たなくなりました。ＢＵＢＫＡには感謝してもしきれない

です。」 

・「毛髪再生率が医薬品越えなのに副作用がない！？」及び「これまでは、『優れた育毛

剤は、その分副作用が強い』というのが定説でしたがＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯは副作用ゼ

ロを実現しました。」との記載と共に、「優しさにこだわって ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ

は９つのフリー アルコール パラベン 石油系合成界面活性剤 シリコーン 鉱物

油 法定色素 マイクロビーズ 紫外線吸収剤 合成香料」と記載の画像、「恐ろしい

ことに、世に出回っているほとんどの育毛剤には、頭皮を乾燥させ毛母細胞に悪影響を

及ぼすアルコールが入っています。 ですが、ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯではもちろん不使

用。今までアルコール入りの育毛剤でダメージを受けた頭皮も、ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ

を使い続けるうちにキレイで健康な頭皮に！」との記載と共に、「１日後 ７日後 ３

０日後 ６０日後」と徐々に毛髪が濃くなっていく頭皮の画像、並びに「ＢＵＢＫＡを

他社の育毛剤と比較してみると…」として、「『ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ １７型コラー

ゲン活性成分◎ ５αリダクターゼブロック成分◎ 抜け毛防止成分Ｍ－０３４◎ 

有効成分３種類 頭皮ケア成分９２種類 ノンアルコール◎』、『Ａ社 １７型コラー

ゲン活性成分× ５αリダクターゼブロック成分〇 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 

有効成分３種類 頭皮ケア成分５３種類 ノンアルコール×』、『Ｂ社 １７型コラー

ゲン活性成分× ５αリダクターゼブロック成分〇 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 
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表示内容 

有効成分× 頭皮ケア成分３４種類 ノンアルコール×』、『Ｃ社 １７型コラーゲン

活性成分× ５αリダクターゼブロック成分× 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 有効

成分３種類 頭皮ケア成分８１種類 ノンアルコール×』 ＊当社調べ」との記載の表

及び「配合成分の質・量ともに圧倒的トップクラス！」 

・「ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のあ

る毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「１か月の使用で見た目が変わってくるので、『育

毛剤はなかなか効果が実感できない』と今まで挫折していた人でも絶対に続けたくな

ると思いますよ！」 

・「科学専門誌も太鼓判を押す毛髪再生をノーリスクでお試し！」及び「薄毛の原因であ

る１７型コラーゲンを増やすことができる数少ない本物の育毛剤だけあってＢＵＢＫ

Ａ ＺＥＲＯの定価は１６，２００円とお高めです。」 

・ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像と共に、「▷今すぐ毛髪再生を体感！ＢＵＢＫＡ公式はこ

ちら」 

・「私も最初は、『ダメなら返金してもらえばいいや』っていう軽い気持ちでＢＵＢＫＡ 

ＺＥＲＯを購入したんですが… コンプレックスの薄毛が解消されたことで、人生が

変わったとさえ思っています。」 

・「この感動を誰かと分かち合いたくて先日父にもＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯをプレゼント

したんですが… その結果が…」、並びに「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭

頂部の画像及び同画像の右下部に毛髪が薄い頭頂部の画像と共に、「髪が生えただけ

で、見た目の印象が１０歳くらい若返ってました。口コミサイトでも散々言われてい

たように年齢や髪質関係なしに誰にでも効果がある！と改めて実感しました。」 

（別紙２） 
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別表３ 

商品 売上額 課徴金額 

「スカルプケアコース」と称するセット商品 231,872,581円 6,950,000円 

「トータルケアコース」と称するセット商品 350,907,186円 10,520,000円 
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タイプライターテキスト
　　別紙１
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タイプライターテキスト
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PR︓BUBKA

そう思い込んで諦めていませんか︖
薄⽑が直らなかったのは⼀昔前の話。
科学が進んだ現在では、
薄⽑の9割は●●で解決できるんです︕

※画像はイメージです。

しかし、未だに⽇本⼈の多くは
薄⽑は遺伝のせいだと決めつけて、
治療もせずに諦めてしまっているんだそう…

20

HE112
タイプライターテキスト
　　別紙２

HE112
テキストボックス



私も、⻑年薄⽑に悩まされてきました。

若ハゲだったという⽗に似たのか、
20代半ばから急激に髪が薄くなり、

あっという間に典型的な薄⽑に。
この髪のせいで、
会社ではいつもネタにされ、
恋愛もうまくいかず…。
⽣きていくのが⾟く感じるほど憂鬱な⽇々を過ごしていました。

なんとかして薄⽑を治そうと、
育⽑剤や発⽑剤は⽚っ端から試しました。
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2~3年使い続けても、
まったく効果ナシでした。
また、AGAクリニックの
カウンセリングに⾏ったこともあります。
しかし、半年通うだけで
200万円以上かかることを知り、
断念しました。
育⽑剤は効かないし、
クリニックに通うお⾦はない。
もうダメかと諦めかけたとき、
たまたま⾒ていたテレビで

※画像はイメージです。

90%以上の薄⽑を解決する⽅法
が紹介されていました。
そんな⽅法あるわけないだろ、
と思いながらもネットで調べてみると

最新の⽑髪再⽣法

有名医科⼤学でマウスでの臨床試験を⾏った結果、
発⽑に⼤きな効果がある

というデータが本当に存在したのです。
気軽に試せる価格だったので、
ダメ元で試してみると…
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⻑年ハゲとバカにされてきた私が
たったの1か⽉で

『カツラ︕︖』
同僚から疑われましたw

特につむじ辺りの頭⽪が
目⽴って嫌だったのですが、
今では頭⽪がほとんど⾒えません。
変わったのは
髪の⽑の量だけじゃないんです。
髪の⽑1本1本を観察してみると…

明らかに⿊く太く濃くなってるんです︕

まるで、
髪の⽑が20代前半の頃に戻ったみたいです。
なぜ今までの育⽑剤では⽣えなかったのか

すっかり薄⽑が治った私ですが、
どうして今まで使っていた育⽑剤では
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⽣えなかったのか気になり、
理由を調べてみました。
すると、衝撃の事実が。
ドラッグストアなどで売られている
安価な育⽑剤には、髪の⽑を再⽣する成分は⼊っていないんです。
育⽑トニックの効果

・フケや頭⽪の悪臭を防ぎ頭⽪を清潔に保つ
・頭髪を健康に保ちかゆみを防ぐ
・頭⽪の⾎⾏を良くして抜け⽑を予防する

市販の育⽑剤でできることは、
頭⽪を清潔に保ち、抜け⽑を防ぐ程度。
⽑を⽣やす効果はないんです︕︕
これを知らずに⼿当り次第育⽑剤を使っても、
⽣えないのは当たり前です。
私がテレビ番組で知った育⽑剤は、
最先端のサイエンス発想から誕⽣した
効果と安全性が認められた
医薬部外品の育⽑剤です。
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2019年現在、
最も薄⽑に効果が⾼いと評判の
BUBKA ZEROです。

公式サイトはこちら
薄⽑の原因は頭⽪に●●が不⾜しているから︕

薄⽑になる1番の原因は、
頭⽪にあるモノが不⾜していることなんですが、いったい何だと思いますか︖
実はこの原因が、
つい最近解明されたんです︕︕

※画像はイメージです。

薄⽑の原因は遺伝でも男性ホルモンでもなく、
加齢によるコラーゲンの不⾜です︕
コラーゲンといっても
美肌にいいあのコラーゲンではなく、
17型コラーゲンという特殊なもの
私⼤最⾼峰といわれる
某⼤学医学部で⾏われた実験では、
17型コラーゲンが機能しなくなったマウスはどんどん⽑が抜け落ち、
10ヵ⽉後には無⽑になってしまうことが分かりました。
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なぜなら、17型コラーゲンの保護を失うと
⽑包幹細胞という発⽑を司る細胞が消失してしまい、
⼆度とそこから⽑が⽣えてこなくなってしまうのです…

薄⽑の原因が解明した後、
あらゆる機関が研究に研究を重ね
ついに17型コラーゲンを増やす成分が⾒つかりました。
それが、
マジョラムエキスという成分です。
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さらに、
有効成分が髪の⽣育に悪影響を与える
5αリダクターゼをブロックし、
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M-034(海藻エキス)が育てた⽑髪をがっちり⽀えるので

⽇に⽇に抜け⽑が減って、
髪が⿊く太くなっていくのが
実感できるはずです︕
BUBKA ZERO1本で、
発⽑→育⽑→抜⽑防⽌の
3つのはたらきをするので、

育⽑サロンでも「⾃宅でできる⽑髪の再⽣医療」と呼ばれるほど
驚異の即効発⽑⼒を発揮するんです。
世界的な科学専門誌で
エビデンス(根拠)が認められた
最先端にして唯⼀の育⽑剤です。
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BUBKA ZERO愛⽤者の⼝コミが凄すぎた
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⽑髪再⽣率が医薬品越えなのに副作⽤がない!?

これまでは、
「優れた育⽑剤は、その分副作⽤が強い」
というのが定説でしたが
BUBKA ZEROは
副作⽤ゼロを実現しました。

恐ろしいことに、
世に出回っているほとんどの育⽑剤には、
頭⽪を乾燥させ⽑⺟細胞に悪影響を及ぼす
アルコールが⼊っています。
ですが、BUBKA ZEROではもちろん不使⽤。
今までアルコール⼊りの育⽑剤で
ダメージを受けた頭⽪も、
BUBKA ZEROを使い続けるうちに
キレイで健康な頭⽪に︕
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BUBKAを他社の育⽑剤と⽐較してみると…

*当社調べ

配合成分の質・量ともに
圧倒的トップクラス︕

1か⽉の使⽤で⾒た目が変わってくるので、
「育⽑剤はなかなか効果が実感できない」と
今まで挫折していた⼈でも
絶対に続けたくなると思いますよ︕
科学専門誌も太⿎判を押す⽑髪再⽣をノーリスクでお試し︕

薄⽑の原因である
17型コラーゲンを増やすことができる
数少ない本物の育⽑剤だけあって
BUBKA ZEROの定価は
16,200円とお⾼めです。
しかし……
この記事からのネット注⽂に限り、
育⽑効果をさらに⾼めるシャンプー付の
お得なセットが
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69%OFFの5,980円
(送料無料)でお試し可能︕

しかも、
30⽇間の全額返⾦保証つき︕
BUBKA ZEROの⾃信を感じますね。

万が⼀効果がなかったときは全額返⾦、

つまり実質0円(=ノーリスク)で
試せるというわけ︕
AGAクリニックに通うとなると、
最低でも30〜50万はかかるといわれているので、
たった5,980円で薄⽑を解決できるのは破格だと思います。
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ネット通販にありがちな定期縛りはありません。
ノーリスクで最先端発⽑が体験できる
こんなチャンスもう⼆度とないと思います︕
今回の在庫分が完売次第キャンペーンも終了
らしいので、気になっている⼈は
早めの申し込みがおすすめですよ。

全額返⾦保証つきキャンペーン終了まで

⬆リアル表⽰みたいなのでお早めに⬆
※特別価格の表⽰がない場合、

キャンペーンは終了しております。
公式サイトはこちら

【緊急追記】もうすぐキャンペーン終了︕本当に急いだほうが良さそうです

先⽇のテレビ放映に続いて、
様々な男性誌でもBUBKA ZEROが話題になっています。
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私も最初は、
「ダメなら返⾦してもらえばいいや」っていう
軽い気持ちでBUBKA ZEROを購⼊したんですが…
コンプレックスの薄⽑が解消されたことで、
⼈⽣が変わったとさえ思っています。

この感動を誰かと分かち合いたくて
先⽇⽗にもBUBKA ZEROをプレゼントしたんですが…
その結果が…
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髪が⽣えただけで、
⾒た目の印象が10歳くらい若返ってました。
⼝コミサイトでも散々⾔われていたように
年齢や髪質関係なしに誰にでも
効果がある︕と改めて実感しました。
BUBKA ZEROは
有名販売店でも扱いがある⼤⼈気商品ですが
いきなり定価で購⼊する勇気はなかなか出ませんよね。
そんな⼈こそ完全ノーリスクで試せる
今回のキャンペーン中にトライして下さい︕

キャンペーン限定セットの内訳

・BUBKA 育⽑剤 16,200円
・BUBKA シャンプー 3,132円

合計19,332円
↓↓69％OFF↓↓
合計5,980円

通常よりも13,352円も安く試せるので、
申し込みが殺到するのも当然ですよね。
先ほど⾒たときは
まだキャンペーンを実施していましたが、
いつ終了してしまうかはわかりません…
下のボタンから⾶べる公式ページに
『キャンペーン』という表記があれば
まだノーリスクでお試し可能ですので
薄⽑に悩む⼈⽣を変えたいと本気で思って
いる⼈は、すぐチェックしてみてください。
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全額返⾦保証つきキャンペーン終了まで

⬆リアル表⽰みたいなのでお早めに⬆
※特別価格の表⽰がない場合、

キャンペーンは終了しております。

会社概要

特定商取引法に基づく表⽰

プライバシーポリシー

記事運営会社
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

（参考１） 
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に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置
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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計
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算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

○ 優良誤認表示（第５条第１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○ 有利誤認表示（第５条第２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。

・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

不
当
な
表
示

（参考２） 
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制
度
開
始
日

目 的 課
徴

金
納
付

命
令

（
第
８
条
）

・
対
象

行
為

：
優
良
誤
認
表
示
行
為
、
有
利
誤
認
表
示
行
為
を
対
象
と
す
る
。

・
課
徴

金
額
の
算
定
：
対
象
商
品
・
役
務
の
売
上
額
に
３
％
を
乗
じ
る
。

・
対
象

期
間

：
３
年
間
を
上
限
と
す
る
。

・
主
観

的
要
素

：
違
反
事
業
者
が
不
当
な
表
示
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら

な
い
こ
と
に
つ
き
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
者
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

・
規
模

基
準

：
課
徴
金
額
が
15
0万

円
未
満

と
な
る
場
合
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

除
斥

期
間

（
第
12
条
第
７

項
）

違
反
行
為
を
や
め
た
日
か
ら
５
年
を
経

過
し
た
と
き
は
、
課
徴
金
を
賦

課
し
な
い
。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴
金
対
象
行
為
に

該
当
す
る
事
実
を
報
告
し
た
事
業
者
に
対
し
、

課
徴
金
額
の
２
分

の
１
を
減
額
す
る
。

平
成
28
年
４
月
１
日

賦
課

手
続

（
第
13
条
）

違
反
事
業
者
に
対
す
る
手

続
保
障
と
し
て
、
弁
明
の
機
会
を

付
与
す
る
。

１
：

実
施

予
定

返
金
措

置
計
画

の
作

成
・認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報

告

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
以
上
の
場
合

課
徴

金
額
の

減
額

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
未
満
の
場

合

事
業

者
が

所
定

の
手

続
に

沿
っ

て
返

金
措
置
を
実

施
し

た
場
合

は
、

課
徴

金
を

命
じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な
い

返
金
措
置
の
実
施
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
1
0条

・
第

11
条

）

※
返
金
措
置

＝
対
象
商
品
・
役
務
の
取
引
を
し
た
こ
と
が
特
定
さ
れ
る
一
般
消

費
者
か
ら
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
申
出
を

し
た
一
般
消
費
者
の

購
入
額
に
３
％
を
乗
じ
た
額
以
上
の
金
銭
を
交
付
す

る
措
置
。

事
業
者
は
、
実
施
予
定

返
金
措
置
計
画
に
沿
っ
て
返
金
措
置
を
実
施
す
る
。

返
金
措
置
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
事
業
者
は
、
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
を
作
成

し
、

消
費
者
庁
長
官
の
認
定
を
受

け
る
。

不
実
証
広
告
規
制
に

係
る
表
示
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
表
示
の
裏

付
け
と
な
る
合
理
的

な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
表

示
を
優
良
誤
認
表
示

と
推
定
し
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

不
当

な
表
示

に
よ

る
顧

客
の

誘
引

を
防

止
す

る
た

め
、

不
当

な
表

示
を
行

っ
た

事
業

者
に

対
す

る
課

徴
金

制
度

を
導

入
す
る
と

と
も

に
、

被
害
回

復
を

促
進

す
る

観
点
か

ら
返

金
に

よ
る
課

徴
金

額
の

減
額

等
の
措

置
を

講
ず

る
。

課
徴

金
制

度
の

概
要

（参考３）
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ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
組
み
の
例

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
組
み
の
例 ※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
に
係
る

広
告
表
示
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の

問
題
点
及
び
留
意
事
項
を
基
に
作
成

広
告

代
理
店

○
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
組
み
の
例

・
広
告
主
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
と
の
間
で
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
は
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
と
の
間
で
パ
ー
ト
ナ
ー
契
約
を
締
結
し
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
向

け
て
広
告
主
の
広
告
を
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
提
供
す
る
。

・
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
は
、
自
ら
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
イ
ト
に
お
い
て
広
告
主
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
広
告
を
作
成
し
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
イ
ト
上
に
広
告
主
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

遷
移
す
る
リ
ン
ク
・
バ
ナ
ー
等
を
表
示
さ
せ
る
。

・
消
費
者
が
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
イ
ト
の
リ
ン
ク
・
バ
ナ
ー
等
を
通
じ
て
広
告
主
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
等
の
条
件
を
満
た
し
た
と
き
は
、
広
告

主
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
を
通
じ
て
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
対
し
て
成
功
報
酬
を
支
払
う
。

・
Ａ
Ｓ
Ｐ
は
、
広
告
主
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
と
広
告
主
と
の
間
の
契
約
で
定
め
ら
れ
た
手
数
料
の
支
払
を
受
け
る
。

・
上
記
の
や
り
取
り
に
際
し
、
広
告
主
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
が
直
接
契
約
を
結
ぶ
の
で
は
な
く
、
広
告
代
理
店
と
広
告
主
が
契
約
し
、
広
告
代
理
店
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
が
契
約
す
る
こ
と
が
あ
る
。

リ
ン
ク
・
バ
ナ
ー

（参考４）
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消表対第１５５４号 

令和３年９月２２日 

 

 

株式会社Ｔ．Ｓコーポレーション 

代表取締役 平岡 大輔 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子      

（公印省略）   

 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 

貴社は、貴社が供給する「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ」と称する育毛剤を含む「スカルプケア

コース」及び「トータルケアコース」と称する各セット商品（以下「本件２商品」という。）

の各商品の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３

４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当す

る不当な表示を行っていたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付

を命令する。 

 

主   文 

 株式会社Ｔ．Ｓコーポレーション（以下「Ｔ．Ｓコーポレーション」という。）は、課徴金と

して金１７４７万円を令和４年４月２５日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、Ｔ．Ｓコーポレーションが自己の供給する本件２商品の各商品

の取引に関し行った表示は、それぞれ、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条

第１号に規定する、本件２商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かか

る表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

 

２ 課徴金の計算の基礎 

(1)ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件２商品の各商

品である。 

イ(ｱ) 本件２商品の各商品について、Ｔ．Ｓコーポレーションが前記１の課徴金対象行為

をした期間は、それぞれ、令和元年７月３０日及び同年９月２５日である。 

別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 
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(ｲ) 本件２商品の各商品について、Ｔ．Ｓコーポレーションが前記１の課徴金対象行為

をやめた後そのやめた日から６月を経過する令和２年３月２５日までの間に最後に

取引をした日は、それぞれ、令和２年３月２５日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件２商品の各商品について、前記１の課徴金対象行為

に係る課徴金対象期間は、それぞれ、令和元年７月３０日から令和２年３月２５日ま

での期間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件２商品の各商品に係るＴ．Ｓコーポレー

ションの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）

第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別

表「売上額」欄記載の額である。 

エ Ｔ．Ｓコーポレーションは、本件２商品の各商品について、それぞれ、表示の裏付け

となる根拠資料を十分に確認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことか

ら、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示

法第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意

を怠った者でないとは認められない。 

(2) 前記⑴の事実によれば、Ｔ．Ｓコーポレーションが国庫に納付しなければならない課徴

金の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件２商品の各商品の売上

額に、それぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、

１万円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合計した１７４７

万円である。 
 

 よって、Ｔ．Ｓコーポレーションに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文の

とおり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第１

項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び第

１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きる。 
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（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査

請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正当

な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。 

 



 
 
    

4 

 

別表 

商品 売上額 課徴金額 

「スカルプケアコース」と称するセット商品 231,872,581円 6,950,000円 

「トータルケアコース」と称するセット商品 350,907,186円 10,520,000円 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社Ｔ．Ｓコーポレーション（以下「Ｔ．Ｓコーポレーション」という。）は、大

阪府吹田市豊津町１２番４３号に本店を置き、育毛剤等の販売業を営む事業者である。 
２ Ｔ．Ｓコーポレーションは、「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ」と称する育毛剤（以下「ＢＵＢ

ＫＡ ＺＥＲＯ」という。）を含む「スカルプケアコース」及び「トータルケアコース」

と称する各セット商品（以下「本件２商品」という。）の各商品を通信販売の方法により

一般消費者に販売している。 

３ Ｔ．Ｓコーポレーションは、本件２商品の各商品の販売に関し、ブログその他のウェブ

サイトの運営者（以下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィ

リエイター以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバ

ナー広告等を通じて広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした

場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主から

成功報酬が支払われる「アフィリエイトプログラム」と称する広告手法を用いているとこ

ろ、Ｔ．Ｓコーポレーションは、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービ

スとして提供する「アフィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者を通じて、本

件２商品の各商品に係る「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％

がフサフサになった育毛剤』がヤバイ！」と記載のあるアフィリエイトサイト（以下「本

件アフィリエイトサイト①」という。）及び「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的

な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済！試した９０％以上が

ボリューム復活！？」と記載のあるアフィリエイトサイト（以下「本件アフィリエイトサ

イト②」という。）の表示内容を自ら決定している。 
４⑴ Ｔ．Ｓコーポレーションは、本件２商品の各商品を一般消費者に販売するに当たり 

ア 令和元年９月２５日に、本件アフィリエイトサイト①において、「『有名大学がマ

ウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサフサになった育毛剤』がヤバ

イ！」、毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と

共に、「悩んでいたのがウソのように、たった２ヶ月で髪がフサフサになったんで

す！！！今ではもう頭皮が見えないくらい生えるので、理髪店に行っても『髪の量多

いですね～』と言われるように（笑）抜け毛が嫌だったシャンプーもガシガシ洗える

し、まるで２０代に戻ったみたいです。」等と、別表１「表示内容」欄記載のとおり

表示することにより 

イ 令和元年７月３０日に、本件アフィリエイトサイト②において、「【新常識！薄毛

の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実

験で実証済！試した９０％以上がボリューム復活！？」、「長年ハゲとバカにされて

きた私がたったの１か月で」、並びに「ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂

部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「『カツ
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ラ！？』同僚から疑われましたｗ」等と、別表２「表示内容」欄記載のとおり表示す

ることにより 

あたかも、本件２商品の各商品を使用するだけで、本件２商品の各商品に含まれる成

分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発

毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法

（昭和３７年法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同

法第８条第３項の規定に基づき、Ｔ．Ｓコーポレーションに対し、期間を定めて、当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、Ｔ．Ｓコーポレー

ションは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれ

も、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもので

あった。 

⑶  Ｔ．Ｓコーポレーションは 
ア 前記⑴アの表示について、令和元年９月２５日に、本件アフィリエイトサイト①に

おいて、「※イメージです」及び「※個人の感想です。」と表示 

イ 前記⑴イの表示について、令和元年７月３０日に、本件アフィリエイトサイト②に

おいて、「※画像はイメージです。」及び「※イメージ」と表示 

していたが、当該表示は、一般消費者が前記⑴の表示から受ける本件２商品の各商品の

効果に関する認識を打ち消すものではない。 
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別表１ 

表示内容 

・「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサフサになった

育毛剤』がヤバイ！」 

・毛髪が薄くなった頭部の画像と共に、「男性がはげる理由が遂に判明！『薄毛解消』徹

底調査ＳＰ」及び「『薄毛は遺伝だから…』と諦めていませんか？実は最近、男性の薄

毛は〝ある成分″を摂取すると簡単に治ることがわかったんです！かくいう私も、祖

父や父に似てしまったのか、４１歳で典型的な薄毛状態に。（電車で座った時の視線が

痛かった…）」、毛髪が薄くなった頭頂部の画像と共に、「なんとかしたくて、片っ端

から育毛剤や発毛剤を試していましたが、３～４年使ってもまるで効果なし。『遺伝は

どうにもならないのか…』と半ば諦めかけていた時、たまたまテレビで『９０％以上の

人の薄毛を解決する方法』が特集されているのを発見しました。」、白衣を着た人物の

画像と共に、「調査 ハゲの原因は遺伝よりもアレの不足！？薄毛のメカニズムを徹底

解剖！」、「男性の薄毛はある成分で改善します」及び「『そんなことあるわけ…』と

疑心暗鬼になりながらも、ネットで調べてみると 【有名医科大学でのマウスの臨床試

験の結果、発毛に大きな効果がある】とのこと！」、並びに「そこで、『これを最後に

しよう』とダメ元で試してみたところ・・・」、毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃

い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいたのがウソのように、たった

２ヶ月で髪がフサフサになったんです！！！今ではもう頭皮が見えないくらい生える

ので、理髪店に行っても『髪の量多いですね～』と言われるように（笑）抜け毛が嫌だっ

たシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで２０代に戻ったみたいです。」 

・「遂に判明、薄毛の原因は頭皮の〇〇不足だった！」及び「実は新聞にも取り上げられ

ていたんですが、某有名大学のマウスを用いた実験で『薄毛の原因が遂に判明した』と

発表がありました。」、「日本經濟新聞」と称するインターネット記事の画像内に、「白

髪や脱毛、原因は特定コラーゲン不足」、「２０１１年２月４日１０：２７」及び「毛

根にある『１７型コラーゲン』というたんぱく質が不足すると、白髪や脱毛の原因にな

ることをマウスを使った研究で突き止めた。コラーゲンを多く含む食品を食べても白

髪や脱毛は防げるわけではないが、１７型の生成を促す物質を治療薬などに使える可

能性がある。米科学誌セル・ステ」、「実は、薄毛の原因は遺伝や男性ホルモンではな

く、髪の成長に必要な『１７型コラーゲン』という成分の不足だったんです。」、「大

学の実験報告によると、『１７型コラーゲン』が欠如したマウスはどんどん毛が抜け落

ち、１０ヵ月後には無毛になってしまったそう。」、毛が生えたマウス及び毛が生えて

いないマウスを矢印で結んだ画像と共に、「男性がはげる理由が遂に判明！『薄毛解

消』徹底調査ＳＰ」及び「１７型コラーゲンが欠如したマウスは１０ヶ月で無毛に」、

「男性の薄毛の９０％が、この１７型コラーゲンの不足によるものとも言われている

んです。」及び毛髪が薄い頭部の画像、並びに「そして、１７型コラーゲンを唯一生成

してくれる成分というのが・・・このマジョラムエキス！」、植物の画像と共に、「ｅ
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表示内容 

ｎｃｉｒｃｌｉｎｇ ｎｅｔ１」、「発毛促進」、「新配合のスター成分！」、「１７

型コラーゲンをサポート マジョラムエキス」及び「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯに新たに配

合されたマジョラムは、ヘアサイエンス業界注目の成分。発毛促進に欠かせない１７型

コラーゲンの働きをサポートし、活性化シグナルを発信しやすい状態に導きます。」、

「マジョラムエキスを頭皮に浸透させると、毛根が１７型コラーゲンの生成を始めま

す。」、頭皮及び毛髪の画像と共に、「バルジ領域」及び「毛包幹細胞」、並びに「す

ると毛包幹細胞から活性シグナルが発信され、細くて弱々しかった髪が太く力強い毛

に成長！！だから、これまで何をしてもダメだった薄毛も治るんです。そして、そんな

マジョラムエキスを育毛剤で初めて取り入れたのが、このＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯなん

です！」及び「（自分がこれまで試した育毛剤には入ってなかった…）」との記載と共

に、手に持たれているＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像 

・「『効果がありすぎる！』と通販サイトのレビューも高評価の嵐！」、「ｂｕｌｕｅ５

８６４さん（１４件） ５０代男性 購入者 ２０１９－０５－２６ ★★★★★５」、

頭頂部の画像と共に、「３年使用した育毛剤で効果がなかったため、ブブカを購入。使

用前に比べて髪が濃くなり、セットの時も根元から立ち上がるようになりました。」及

び「４５人が参考になったと回答」、「かずや０９０６さん（５７件） ４０代男性 購

入者 ２０１９－０６－０３ ★★★★☆４」、頭頂部の画像と共に、「最近髪が薄く

なった主人の為に購入しました。使い始めて２ヶ月ですが、髪の毛が濡れても薄毛が目

立たなくなったので、本当に濃くなったのだと思います。」及び「１３人が参考になっ

たと回答」、並びに「◆ 頭皮が透けて見えなくなった」、「◆ 髪の毛が太くなった」、

「◆ 枕元の抜け毛が減った」、「◆ 髪が濡れても目立たなくなった」及び「私も１

０種類以上育毛剤を試しましたが、こんなに口コミ評価が高いのを見たのは初めてで

した。」 

・「育毛だけじゃない！『脱毛防止』までできる本物の育毛剤」及び「実はＢＵＢＫＡは

マジョラムエキス以外にもＡＧＡの元凶である５αリダクターゼを抑制する『シグナ

ルブロッカー』を配合。だから一度生えた毛が抜けない、ハリのある髪の毛を作ってく

れるので、効果を実感するのも早いんです。さらに海藻由来の業界注目『Ｍ－０３４』

も入っているので、頭皮を潤し髪が生えやすい健康な頭皮環境を作ります。」、並びに

「Ｍ－０３４を濃密１０倍配合」及び「Ｍ－０３４※とは、ミネラル豊富な北海道のミ

ツイシコンブからマリンミネラルを特殊抽出した海藻エキス。歴代ＢＵＢＫＡに配合

されている成分です。」 

・「このようにＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯは１本で『発毛』『脱毛防止』『育毛』と完璧なケ

アができる育毛剤。あらゆる原因の抜け毛に対応できるため、利用者の９割以上が３ヶ

月程度で髪が濃くなっていくのを実感しています。」、「Ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある

毛髪が薄い頭頂部の画像及び「Ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像を矢

印で結んだ画像、並びに「Ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある前髪の生え際の毛髪が薄い頭部
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表示内容 

の画像及び「Ａｆｔｅｒ」と記載のある前髪の生え際の毛髪が濃い頭部の画像を矢印で

結んだ画像 

・「キャンペーンが終了する前にと思い、同じく薄毛の６０代父に連絡して注文するよう

勧めたところ・・・」、並びに毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を

矢印で結んだ画像と共に、「心なしか、後ろ姿が４０代に（笑）髪の量ってこんなに見

た目に響くんだ…と実感しました。」 

（別添写し１） 
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別表２ 

表示内容 

・「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科

大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復活！？」 

・「薄毛は遺伝だから治らないんだ」との記載と共に、毛髪が薄い人物のイラスト、「そ

う思い込んで諦めていませんか？薄毛が直らなかったのは一昔前の話。科学が進んだ

現在では、薄毛の９割は●●で解決できるんです！」、毛髪の画像と共に、「たった１ヶ

月で」、「しかし、未だに日本人の多くは薄毛は遺伝のせいだと決めつけて、治療もせ

ずに諦めてしまっているんだそう…私も、長年薄毛に悩まされてきました。」、生え際

の毛髪が薄い頭部の画像と共に、「若ハゲだったという父に似たのか、２０代半ばから

急激に髪が薄くなり、あっという間に典型的な薄毛に。この髪のせいで、会社ではいつ

もネタにされ、恋愛もうまくいかず…。生きていくのが辛く感じるほど憂鬱な日々を過

ごしていました。」、うな垂れている人物の画像と共に、「なんとかして薄毛を治そう

と、育毛剤や発毛剤は片っ端から試しました。」及び多数のボトルの画像と共に、「２

～３年使い続けても、まったく効果ナシでした。また、ＡＧＡクリニックのカウンセリ

ングに行ったこともあります。しかし、半年通うだけで２００万円以上かかることを知

り、断念しました。育毛剤は効かないし、クリニックに通うお金はない。もうダメかと

諦めかけたとき、たまたま見ていたテレビで」、「一体どういうことなのか？」、毛髪

が薄い頭部の画像、白衣を着た人物の画像及び「有名医師が教える！！『世界で話題の

毛髪再生法』」、「９０％以上の薄毛を解決する方法が紹介されていました。そんな方

法あるわけないだろ、と思いながらもネットで調べてみると」、「最新の毛髪再生法」、

「有名医科大学でマウスでの臨床試験を行った結果、発毛に大きな効果がある」、「と

いうデータが本当に存在したのです。気軽に試せる価格だったので、ダメ元で試してみ

ると…」及び「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの１か月で」、並びに「ｂｅｆ

ｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が

濃い頭頂部の画像と共に、「『カツラ！？』同僚から疑われましたｗ」 

・「特につむじ辺りの頭皮が目立って嫌だったのですが、今では頭皮がほとんど見えませ

ん。変わったのは髪の毛の量だけじゃないんです。髪の毛１本１本を観察してみると… 

明らかに黒く太く濃くなってるんです！」との記載と共に、「１ヶ月後 ２ヶ月後」と

毛髪が太くなっている画像、「まるで、髪の毛が２０代前半の頃に戻ったみたいです。

なぜ今までの育毛剤では生えなかったのか すっかり薄毛が治った私ですが、どうし

て今まで使っていた育毛剤では生えなかったのか気になり、理由を調べてみました。す

ると、衝撃の事実が。ドラッグストアなどで売られている安価な育毛剤には、髪の毛を

再生する成分は入っていないんです。」、「育毛トニックの効果 ・フケや頭皮の悪臭

を防ぎ頭皮を清潔に保つ ・頭髪を健康に保ちかゆみを防ぐ ・頭皮の血行を良くして

抜け毛を予防する」、「市販の育毛剤でできることは、頭皮を清潔に保ち、抜け毛を防

ぐ程度。毛を生やす効果はないんです！！これを知らずに手当り次第育毛剤を使って
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表示内容 

も、生えないのは当たり前です。私がテレビ番組で知った育毛剤は、最先端のサイエン

ス発想から誕生した効果と安全性が認められた医薬部外品の育毛剤です。」及び手に持

たれているＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像と共に、「２０１９年現在、最も薄毛に効果が

高いと評判のＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯです。」 

・「薄毛の原因は頭皮に●●が不足しているから！」及び「薄毛になる１番の原因は、頭

皮にあるモノが不足していることなんですが、いったい何だと思いますか？実はこの

原因が、つい最近解明されたんです！！」、「『高齢で薄毛』原因を解明 頭皮のコラー

ゲンが減少」、「細胞はダメージを受けて機能しなくなる➡皮膚細胞に変わってフケや

あかとなって落ちる」及び毛包幹細胞等の画像、「薄毛の原因は遺伝でも男性ホルモン

でもなく、加齢によるコラーゲンの不足です！ コラーゲンといっても美肌にいいあ

のコラーゲンではなく、１７型コラーゲンという特殊なもの 私大最高峰といわれる

某大学医学部で行われた実験では、１７型コラーゲンが機能しなくなったマウスはど

んどん毛が抜け落ち、１０ヵ月後には無毛になってしまうことが分かりました。」及び

複数のマウスの画像と共に、「図２．１７型コラーゲンノックアウトマウス（－／－）。

時間経過とともに脱色、脱毛が見られた。＋／－は１７型コラーゲンが機能しているマ

ウスで体の毛は正常。」、並びに「なぜなら、１７型コラーゲンの保護を失うと毛包幹

細胞という発毛を司る細胞が消失してしまい、二度とそこから毛が生えてこなくなっ

てしまうのです・・・」、「健康な毛包」、「毛包の消失」、「二度と毛髪が生えない」

との記載と共に、毛髪が消失していく画像及び「毛包及び毛包幹細胞の維持に１７型コ

ラーゲンを減らさないことが重要！」、「薄毛の原因が解明した後、あらゆる機関が研

究に研究を重ね ついに１７型コラーゲンを増やす成分が見つかりました。それが、マ

ジョラムエキスという成分です。」、並びに植物の画像と共に、「ｅｎｃｉｒｃｌｉｎ

ｇ ｎｅｔ１」、「発毛促進」、「新配合のスター成分！」、「１７型コラーゲンをサ

ポート マジョラムエキス ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯに新たに配合されたマジョラム

は、ヘアサイエンス業界注目の成分。発毛促進に欠かせない１７型コラーゲンの働きを

サポートし、活性化シグナルを発信しやすい状態に導きます。」、「ｓｔｅｐ１ マジョ

ラムエキスが頭皮に浸透すると、毛包にあるバルジ領域内に１７型コラーゲンが生成

される」、「ｓｔｅｐ２ １７型コラーゲンが発毛活性シグナルを毛乳頭に送る」及び

「ｓｔｅｐ３ 毛乳頭が黒く太い元気な髪を生やす」 

・「さらに、有効成分が髪の生育に悪影響を与える５αリダクターゼをブロックし、」、

「５α－リダクターゼ 結合抑制 テストステロン 発生阻止 ＤＨＴ（ジヒドロテ

ストステロン） 育毛を促進」、「Ｍ－０３４（海藻エキス）が育てた毛髪をがっちり

支えるので」、外毛根鞘が毛髪を覆っている画像と共に、「マジョラムの働きをサポー

トし育てた毛髪を守り抜く！ Ｍ－０３４がマジョラムの働きをサポートし、髪の毛

を覆う鞘である外毛根鞘を強化。太く・長く育てた毛髪をがっちりホールドし、抜け毛

を許しません。」及び「日に日に抜け毛が減って、髪が黒く太くなっていくのが実感で
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表示内容 

きるはずです！」 

・「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ１本で、発毛→育毛→抜毛防止の３つのはたらきをするので、

育毛サロンでも『自宅でできる毛髪の再生医療』と呼ばれるほど驚異の即効発毛力を発

揮するんです。世界的な科学専門誌でエビデンス（根拠）が認められた最先端にして唯

一の育毛剤です。」、「科学研究専門誌で育毛メカニズムが掲載」及び頭皮から毛髪が

生えている画像と共に、「頭皮の１７型コラーゲンの減少が薄毛の原因になると認めら

れた。＝バルジ領域のコラーゲンを増加させれば育毛効果が期待できる。」 

・体験談として、「これぞ本物の育毛剤」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃い頭頂部

の画像と共に、「使用歴１ヶ月」及び「     さん（会社員・３７歳） 有名な育

毛剤は片っ端から試し、１０年で１００万円は使いましたが全く生えず。諦めかけた時

出会ったのがＢＵＢＫＡでした。たった１ヶ月でこんなに変わって、妻も驚いていま

す。コラーゲンって、本当にすごいんですね。正直、他の人には教えたくないです（笑）」、

「年齢より若く見られます」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃い頭頂部の画像と共

に、「使用歴２ヶ月」及び「     さん（会社員・５３歳） 今までは、薄毛のせ

いで実際の年齢より上に見られることが多かったのですが、最近では若く見られるこ

とが増え、この前は娘が友だちに『お父さん若くて羨ましい』と言われたそうです。Ｂ

ＵＢＫＡが１８０万本も売れる理由が分かりました。もっと早く出会いたかったで

す。」、並びに「副作用ないのに効果がすごい」、毛髪が薄い頭頂部の画像、毛髪が濃

い頭頂部の画像と共に、「使用歴３ヶ月」及び「     さん（自営業・２９歳） 効

果のためには、うつ症状や性欲減退は我慢しなければと思っていました。でもＢＵＢＫ

Ａは、副作用が一切ないのに、使って１ヶ月ほどで早くも効果が出始め、３ヶ月経った

今ではすっかり頭皮が目立たなくなりました。ＢＵＢＫＡには感謝してもしきれない

です。」 

・「毛髪再生率が医薬品越えなのに副作用がない！？」及び「これまでは、『優れた育毛

剤は、その分副作用が強い』というのが定説でしたがＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯは副作用ゼ

ロを実現しました。」との記載と共に、「優しさにこだわって ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ

は９つのフリー アルコール パラベン 石油系合成界面活性剤 シリコーン 鉱物

油 法定色素 マイクロビーズ 紫外線吸収剤 合成香料」と記載の画像、「恐ろしい

ことに、世に出回っているほとんどの育毛剤には、頭皮を乾燥させ毛母細胞に悪影響を

及ぼすアルコールが入っています。 ですが、ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯではもちろん不使

用。今までアルコール入りの育毛剤でダメージを受けた頭皮も、ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ

を使い続けるうちにキレイで健康な頭皮に！」との記載と共に、「１日後 ７日後 ３

０日後 ６０日後」と徐々に毛髪が濃くなっていく頭皮の画像、並びに「ＢＵＢＫＡを

他社の育毛剤と比較してみると…」として、「『ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ １７型コラー

ゲン活性成分◎ ５αリダクターゼブロック成分◎ 抜け毛防止成分Ｍ－０３４◎ 

有効成分３種類 頭皮ケア成分９２種類 ノンアルコール◎』、『Ａ社 １７型コラー
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表示内容 

ゲン活性成分× ５αリダクターゼブロック成分〇 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 

有効成分３種類 頭皮ケア成分５３種類 ノンアルコール×』、『Ｂ社 １７型コラー

ゲン活性成分× ５αリダクターゼブロック成分〇 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 

有効成分× 頭皮ケア成分３４種類 ノンアルコール×』、『Ｃ社 １７型コラーゲン

活性成分× ５αリダクターゼブロック成分× 抜け毛防止成分Ｍ－０３４× 有効

成分３種類 頭皮ケア成分８１種類 ノンアルコール×』 ＊当社調べ」との記載の表

及び「配合成分の質・量ともに圧倒的トップクラス！」 

・「ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のあ

る毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「１か月の使用で見た目が変わってくるので、『育

毛剤はなかなか効果が実感できない』と今まで挫折していた人でも絶対に続けたくな

ると思いますよ！」 

・「科学専門誌も太鼓判を押す毛髪再生をノーリスクでお試し！」及び「薄毛の原因であ

る１７型コラーゲンを増やすことができる数少ない本物の育毛剤だけあってＢＵＢＫ

Ａ ＺＥＲＯの定価は１６，２００円とお高めです。」 

・ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯの画像と共に、「▷今すぐ毛髪再生を体感！ＢＵＢＫＡ公式はこ

ちら」 

・「私も最初は、『ダメなら返金してもらえばいいや』っていう軽い気持ちでＢＵＢＫＡ 

ＺＥＲＯを購入したんですが… コンプレックスの薄毛が解消されたことで、人生が

変わったとさえ思っています。」 

・「この感動を誰かと分かち合いたくて先日父にもＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯをプレゼント

したんですが… その結果が…」、並びに「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭

頂部の画像及び同画像の右下部に毛髪が薄い頭頂部の画像と共に、「髪が生えただけ

で、見た目の印象が１０歳くらい若返ってました。口コミサイトでも散々言われてい

たように年齢や髪質関係なしに誰にでも効果がある！と改めて実感しました。」 

（別添写し２） 

 

 

 

 

 

 




